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（
農
林
水
産
委
員
会
）

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
五
号
）
（
先
議
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
我
が
国
農
林
水
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
た
め
、
日
本
農
林
規
格
に
農
林
物
資
の
取
扱
方
法
等
に

つ
い
て
の
基
準
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
の
業
務
と
し
て
認
証
機
関
の
能

力
を
評
価
す
る
業
務
を
追
加
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

題
名

題
名
を
「
日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
」
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

目
的

農
林
物
資
に
関
す
る
取
引
の
円
滑
化
、
一
般
消
費
者
の
合
理
的
な
選
択
の
機
会
の
拡
大
を
直
接
目
的
と
し
て
明
確
に
位

置
付
け
、
農
林
水
産
業
及
び
関
連
産
業
の
健
全
な
発
展
と
一
般
消
費
者
の
利
益
の
保
護
を
究
極
目
的
と
す
る
こ
と
と
す

る
。
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３

日
本
農
林
規
格
の
制
定
範
囲
の
拡
大

農
林
物
資
の
品
質
基
準
を
内
容
と
す
る
現
行
の
日
本
農
林
規
格
に
加
え
、
新
た
に
農
林
物
資
の
取
扱
方
法
や
試
験
方
法

に
つ
い
て
の
基
準
を
内
容
と
す
る
日
本
農
林
規
格
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

４

日
本
農
林
規
格
の
制
定
の
申
出

農
林
水
産
大
臣
は
、
日
本
農
林
規
格
を
制
定
す
べ
き
旨
の
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
出
に
係
る
日
本
農

林
規
格
を
制
定
す
べ
き
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
日
本
農
林
規
格
の
案
を
審
議
会
に
付
議
す
る
こ
と
と
す
る
。

５

農
林
物
資
の
取
扱
方
法
に
つ
い
て
の
基
準
を
内
容
と
す
る
日
本
農
林
規
格
へ
の
適
合
の
認
証

認
証
機
関
の
認
証
対
象
を
農
林
物
資
の
取
扱
方
法
に
拡
大
し
、
認
証
を
受
け
た
事
業
者
は
、
そ
の
取
扱
方
法
が
日
本
農

林
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
を
示
す
適
合
の
表
示
を
広
告
等
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
と
す
る
。

６

登
録
試
験
業
者
制
度
の
創
設

試
験
業
者
の
登
録
制
度
を
創
設
し
、
農
林
水
産
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
試
験
業
者
は
、
日
本
農
林
規
格
に
よ
る
試
験
を

行
い
、
登
録
標
章
を
付
し
た
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
と
す
る
。

７

日
本
農
林
規
格
へ
の
適
合
に
関
す
る
不
適
正
な
表
示
に
対
す
る
指
示
等
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農
林
水
産
大
臣
は
、
事
実
に
相
違
し
て
日
本
農
林
規
格
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
表
示
が
行
わ
れ
て
い
る

場
合
に
お
い
て
、
日
本
農
林
規
格
の
利
用
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
表
示
を

行
っ
た
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
の
指
示
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

８

規
格
の
活
用
を
図
る
た
め
の
施
策

国
及
び
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
日
本
農
林
規
格

に
関
す
る
制
度
の
普
及
の
ほ
か
、
規
格
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
人
材
の
育
成
及
び
確
保
、
規
格
に
関
す
る
国
際

機
関
そ
の
他
の
国
際
的
な
枠
組
み
へ
の
参
画
等
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

二
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
改
正

セ
ン
タ
ー
は
、
日
本
農
林
規
格
そ
の
他
の
規
格
に
関
す
る
認
証
又
は
試
験
等
の
事
業
を
行
う
者
の
技
術
的
能
力
等
に
関
す

る
評
価
及
び
指
導
等
の
業
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

三
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
す
る
。
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２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
農
林
物
資
の
取
扱
方
法
や
試
験
方
法
に
つ
い
て
の
基
準
を
内
容
と
す
る
日
本
農
林

規
格
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。


